
                         議案第２７号   

 

日立市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

 

 日立市立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する

ものとする。  

 

      令和  ８  年  ３  月  ４  日提出  

 

                日立市長   小  川  春  樹     

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 （提案説明）  

 日立市立宮田小学校、日立市立仲町小学校及び日立市立中小路小学校

を統合するため、本条例を制定するものであります。  
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日立市立学校設置条例の一部を改正する条例  

日立市立学校設置条例（昭和３９年条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。  

別表日立市立宮田小学校の項中「日立市立宮田小学校」を「日立市立

神峰小学校」に改め、同表日立市立仲町小学校の項及び日立市立中小路

小学校の項を削る。  

   附  則  

 この条例は、令和９年４月１日から施行する。  
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参  考  

 

   改  正  要  旨  

 

１  学校の名称及び位置について、次のとおり改めることとした。  

改正前（統合前）  改正後（統合後）  

名称  日立市立宮田小学校  

名称  日立市立神峰小学校  位置  日立市本宮町２丁目９番１号  

名称  日立市立仲町小学校  

位置  日立市宮田町５丁目５番１号  

位置  日立市本宮町２丁目９番１号  名称  日立市立中小路小学校  

位置  日立市平和町２丁目４番１号  
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